
 

広島市西新天地公共広場指定管理者の業務実施状況（平成 26年度）の概要・評価 

 

１ 施設名及び指定管理者等 

⑴ 施設名及び所在地 広島市西新天地公共広場（広島市中区新天地８番） 

⑵ 指定管理者等 

 （公募により選定） 

⑴ 名称及び所在地 株式会社エムケイ興産（呉市中通一丁目３番１６号） 

⑵ 指定期間 平成２６年４月１日～平成３０年３月３１日 

⑶ 指定管理料の限度額（４年間分） ２，９６１万円 

 

２ 実地調査の実施状況 

区 分 内 容 

実施年月日 平成２７年３月２６日（木） 

実施内容 業務実施状況の確認、職員へのヒアリングを行った。 

 

３ 業務の実施状況 

平成２６年度の状況 
市の

評価 

⑴ 管理業務の実施状況   

 ア 市民の平等利用の確保策の実施状況 

(ｱ)  広島市西新天地公共広場条例等関係法令を遵守し、理由もなく市民の施設利用を拒ん

だり、不当な取扱いが生じないよう、研修等により、職員に周知徹底を図り、市民の誰

もが平等に利用できるように対応している。 

(ｲ)  施設の利用案内等の情報をホームページ等により提供している。 

○ 

 

 

 

 イ 事業の実施状況 

  ― 

－ 

 ウ 維持管理業務等の実施状況 

  次の業務を実施している。 

 (ｱ) 広場における行為の許可に関すること。 

 (ｲ) 広場の利用の禁止及び制限に関すること。 

 (ｳ) 広場の維持管理に関すること。 

 (ｴ) その他市長が定める業務 

○ 

⑵ 指定管理料等の収支状況 

  平成２６年度の状況 

区分 計画（ｱ） 実績（ｲ） 
差引 

（ｲ）－（ｱ） 

収入（a） 754万 9千円  754万 9千円  0 千円  

 指定管理料 754万 9千円  754万 9千円  0 千円  

支出（b） 754万 9千円  754万 9千円  0 千円  

差引（a）－（b） 0 千円  0 千円  0 千円  

  

○ 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２６年度の状況 
市の 

評価 

(3) その他  

 ア 利用者ニーズの把握及びそれを踏まえた管理運営の実施状況（指定管理者によるアンケ

ートの実施等） 

  広場利用者等に対しアンケート調査を実施し、利用者ニーズを踏まえた管理運営ができ

るように努めている。 

○ 

イ 個人情報保護への対応状況 

  「プライバシーポリシー」、「個人情報保護規程」及び「個人情報保護法コンプライアン

ス・マニュアル」を作成し、職員への周知徹底を図ることにより適切に対応している。 

○ 

ウ 情報公開の実施状況 

  「広島市西新天地公共広場 情報公開に関する要綱」を作成し、職員へ周知徹底するこ

とにより適切に対応している。 

○ 

エ 緊急事態、不法行為等への対応状況（防災、防犯などの安全対策を含む。） 

  「広島市西新天地公共広場防犯マニュアル」及び「緊急連絡網」を作成し、職員への周

知徹底を図ることにより、利用者の安全対策や緊急事態への適切な対応を行っている。 

○ 

オ 苦情・要望への対応状況 

  「広島市西新天地公共広場苦情対応マニュアル」を作成し、職員への周知徹底を図るこ

とにより、適切に対応している。 

○ 

カ 配置人員及び職員研修の実施状況等 

 (ｱ) 配置人員（４月１日現在） 

  ａ 管理事務所（平日午前９時～午後５時） 

    ２人 

  ｂ 時間外相談（午後５時～午前９時）電話での対応 

    １人 

  ｃ 日常清掃業務員（平日午前８時３０分～午前１１時及び午後４時３０分～午後６

時） 

    １人 

 (ｲ) 職員研修の実施状況 

   接遇・クレーム対応研修（毎月実施） 

(ｳ) 労働基準法等の遵守状況 

    雇用契約、賃金計算、労働時間管理について適正に実施しており、また、最低賃金を

遵守している。  

○ 

キ 自己評価の実施状況 

  広場利用者等に対しアンケート調査を実施し、自己評価を行っている。 

○ 

業務の実施状況の評価 Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 施設の利用状況 

平成２６年度の状況 
市の

評価 
特記事項 

 ア 利用者数等 

利用件数 うち有料のもの 減免したもの(注) 

１６０件 ７８件 ８２件 

   ※ 前年度実績  利用件数    160件（増減率 0％） 

            うち有料のもの  61件（増減率 27.9％） 

            減免したもの   99件（増減率△17.2％） 

   (注) 公の団体又は営利を目的としない団体が公益上の目的のた

めに広場を利用する場合等 

 イ 利用促進策等の実施状況 

  (ｱ) ホームページの充実 

    使用許可・使用料減免申請書をダウンロードできるようにしてい

る。 

  (ｲ) 指定管理者からの提案による取組 

   ａ 利用申請受付時間の延長 

     受付開始時間を１時間早め、午前９時から午後５時まで対応し

ている。 

   ｂ 利用に関する相談の時間外対応 

     受付時間外（午後５時～午前９時）においても、電話による対

応を行っている。 

－  

 

５ 利用者の満足度 

アンケート調査の実施結果等 
市の

評価 
特記事項 

 市と指定管理者が共同で実施したアンケート調査結果（標

本数１９件）では、サービス内容などの満足度については、

満足が８１．６％で、不満は５．３％であった。 

Ａ  

 

 

６ 評価 

区  分 
市の 

評価 
特記事項 

評価（３段階評価） ３  

 

 

 

 

業務の実施状況 Ａ 

施設の利用状況 － 

利用者の満足度 Ａ 

 

 


